
住居表示実施に伴う住居表示実施に伴う

会社会社・法人の変更登記の手引法人の変更登記の手引
　会社・法人の所在地及び役員の住所の変更登記は、法律上皆さんに手続していただかなけれ　会社・法人の所在地及び役員の住所の変更登記は、法律上皆さんに手続していただかなけれ

ばなりません。お手数をおかけしますが、御協力をお願いします。ばなりません。お手数をおかけしますが、御協力をお願いします。

　横浜市内の会社・法人の変更登記は、横浜地方法務局法人登記部門で手続をしてください。　横浜市内の会社・法人の変更登記は、横浜地方法務局法人登記部門で手続をしてください。

登録免許税はかかりません。なお、手続の際に通知書（又は住居表示変更証明書）を必ず添付登録免許税はかかりません。なお、手続の際に通知書（又は住居表示変更証明書）を必ず添付

してください。してください。

　また、不動産の所有権登記名義人住所変更につきましては、不動産所在地を管轄する法務局　また、不動産の所有権登記名義人住所変更につきましては、不動産所在地を管轄する法務局

又は出張所（８ぺ一ジ参照）で手続をしてください。又は出張所（８ぺ一ジ参照）で手続をしてください。

登記についてのお問い合わせは登記についてのお問い合わせは
　　横浜地方法務局　　横浜地方法務局 法人登記部門法人登記部門
　　電話　６４１－７４６１（代表）　　電話　６４１－７４６１（代表）

住居表示についてのお問い合わせは住居表示についてのお問い合わせは
　　横浜市市民局窓口サービス課住居表示係　　横浜市市民局窓口サービス課住居表示係
　　電話　６７１－２３１０・２３２０・２３２１　　電話　６７１－２３１０・２３２０・２３２１
















